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■道路に関わる事業の種別 道路の新設・拡幅

橋梁整備

鉄道の連続立体交差化（踏切除却など）

電線類の地中化（電線共同溝など）

交通結節点整備（地下鉄駅等での歩行者支援など）

歩行者専用道整備（アメニティー関係事業など）

道路改築

連続立体交差事業

都市計画道路の整備

（街路事業）

道 路

交通結節点

その他

踏切除却、改良

道路の建設

（都市計画道路を除く）

道路の新設・拡幅

橋梁整備

道路の新設拡幅などに必要な用地の取得事務

道路の建設

用地取得事務

歩道設置、バリアフリーなどの交通安全対策

防災関係（共同溝、電線共同溝、橋梁の耐震対策など）

アメニティ関係事業（美装化、史跡連絡遊歩道など）

環境対策（ヒートアイランド対策、騒音・振動対策など）

駐車場、駐輪場の管理・運営

多様な道路事業

道路の維持・補修

道路の管理

歩行者専用道
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事業概要・事業目的

①道路に関わる事業の種別

共同溝



共同溝とは

共同溝は、電話・電気・ガス・水道・下水道などの都市生活に必要な公益物件を道路の地下にまと

 
めて収容する構造物です。

これは、「道路交通の保全と円滑な道路交通の確保」を目的に制定された「共同溝の整備等に関す

 
る特別措置法」に基づき、道路管理者が道路の付属物として整備・管理しています。交通量のとても

 
多い幹線道路において、路面の掘削に伴う公益物件の設置を規制し、公益物件の将来計画を勘案

 
しながら地下に設けられます。また、平成7年の阪神・淡路大震災においてもほとんど損傷することな

 
く、ライフラインを収容する共同溝は災害にも非常に強いことが立証されました。

激増する道路交通への対処はもちろん、都市施設の整備と防災都市作りをめざし、共同溝整備を

 
進めています。

施行前 施工後
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事業概要・事業目的

②共同溝整備事業の流れ 道路管理者

各企業者に共同溝建設計画
の希望の有無を聞く

共同溝建設計画書作成
（予備の確保）

指定告示の手続き
（法第3条1項）

公安委員会

建設大臣
指定告示官報記載

（法第3条4項）

占

 
用

 
企

 
業

 
体

 
（公

 
益

 
事

 
業

 
者
）

照会
（法第3条3項）

回 答

建設大臣
建設告示官報記載

（法第5条4項）

照 会

回 答

照 会

共同溝建設について各企業者

 
に意見照会(法第5条1項)

建設告示の手続き

回 答

（法第5条2項・3項）

整備計画書について各企業者

 
に意見照会（法第7条1項）

整備計画書の確定
（法第6条1項）

共同溝建設費の手続き
（法第20条1項）

共同溝占用許可
（法第14条1項）

（工事着手および完成）

通 知

回 答

通 知

通 知

支払納入

通 知

申 請
（公安委員会の回答添付）

申 請

（各企業者の回答添付）

共同溝整備道路における許可

 
等の制限（法第4条）

※法：共同溝の整備等に関す

 
る特別措置法

共同溝を整備する道路（共同

 
溝整備道路）として、建設大臣

 
の指定があった場合において

 
は、工作物、物件又は施設の

 
新規の道路占用並びに道路占

 
用変更は認められない。

共同溝の費用負担
（法第20条）

共同溝の建設に要する費用は

 
、共同溝の占用予定者が当該

 
共同溝の建設によって受ける

 
効用を勘案して、政令によって

 
定められた算出額（共同溝建

 
設負担金）を負担し、不足分を

 
道路管理者が負担する。
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事業の変遷

本市の現在の共同溝は、1971（S49）年の北野都島線共同溝を始めとして計7路線（14.290km、うち12.290km 
は整備済）の共同溝整備を行っている。

現在の共同溝整備は1984（S59）年に策定された大阪周辺共同溝整備基本計画をベースに、1995（H5）年の

 
阪神淡路大震災後に見直しを行った京阪神共同溝基本計画に基づき、ライフラインの安全性・信頼性の向上の

 
観点を踏まえて京都、大阪、神戸を結ぶ広域的なネットワーク形成を図るべく整備を進めている。

'71～'75　北野都島線共同溝

'74～'86　新庄大和川線共同溝

'83～'93　国道308号深江共同溝

'89～'99　桜島守口線共同溝

91～'95　扇町供給管共同溝

95～'05　国道479号諏訪共同溝

'99～  　国道479号清水共同溝

'84　大阪周辺共同溝整備基本計画

'95　京阪神共同溝基本計画

'63　共同溝の整備等に関する特別措置法 '08　大阪市地域防災計画

'90～'94　第1次地震防災緊急事業5箇年計画（大阪府）

'95～'04　第2次地震防災緊急時業5箇年計画（大阪府）

'00～'05　第3次地震防災緊急時業5箇年計画（大阪

主
な
事
業

全
体
計
画

関
連
法
令
等

1995 20051965 1975 1985

阪神淡路大震災以後
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経済社会情勢等の変化

事業着手時（10年前） 現在

○大阪市では昭和45年4月の地下鉄谷町線

 
工事現場で甚大な被害をもたらした天六

 
ガス爆発事故を契機として、道路の掘り

 
返し防止、都市災害防止の観点から、昭

 
和46年に共同溝（北野都島）に着手

○平成7年1月に発生した阪神淡路大震災

 
の際に、地下に直接埋められた管やケー

 
ブルなどに比べ、共同溝の中に収容され

 
たライフラインの被害が最小限に食い止

 
められ、安全性が高いことが証明された。

○平成16年10月に発生した新潟県中越地震

 
など、阪神淡路大震災クラスの地震は平成

 
7年以後も発生している。

○政府の地震調査研究推進本部の予測によ

 
ると、2050年までに南海・東南海地震の発

 
生する確率は80～90%である。

（平成13年9月27日

 

「南海トラフの地震の

 
長期評価について」）

○大阪府の地震防災緊急事業5箇年計画で

 
は、地震防災上、整備すべき緊急性の高い

 
項目を総合的に判断・抽出し、各種施設の

 
緊急的な整備を図り、府域の安全性の向上

 
に努めるものとしており、整備すべき施設

 
として共同溝も位置づけられている。

・2007年3月道路､橋梁建設事業 事業分析 において「道路事業については安全性の向上を目的とした交通安全

 
対策、防災対策に重点化を図り、バリアフリーに配慮しながら、緊急性が高く集中的に整備を図る箇所を選定し、

 
早期に事業効果の発現を図る」としており、本事業は防災対策として早期事業収束に向け整備を行っていく必要が

 
ある。
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共同溝整備基本計画

既往の共同溝整備基本計画

○

 

大阪周辺共同溝整備基本計画（昭和59年策定、平成4年度見直し）
大阪市に係る共同溝整備については、道路の掘り返し防止を主目的として、建設省、大阪府、大阪市及び公益事

 
業者からなる「大阪周辺共同溝整備基本計画策定委員会」により昭和59年度に計画策定が行われている。また、

 
事業の進捗に伴い平成4年度には計画の見直しが行われている。

○

 

京阪神共同溝基本計画（平成7年度策定）
平成7年1月に起きた阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、ライフラインの安全性・信頼性の向上の観点より共同溝ネット

ワｰクの形成の視点を追加し、京都、大阪、神戸を結ぶ広域的なネットワークについて計画を策定。
大阪市域においては、基本的に既往の共同溝整備基本計画をベースに、必要路線を追加する形で計画を策定。

大阪市の共同溝整備方針

○

 

大阪市共同溝整備基本計画（平成11年度策定）
原則として既往の共同溝整備基本計画の考え方を踏襲し、災害時でもライフライン分断がされない連続的なネットワーク
の形成を重要な課題として方針を決定する。

※11年度までは、昭和59年の大阪周辺共同溝整備基本計画、平成7年の京阪神共同溝基本計画に基づき整備
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共同溝ネットワークの考え方

＜広域ネットワーク＞

阪神方面 北大阪方面 京阪方面

奈良方面

和歌山方面

阪神、北大阪、京阪、奈良、和歌山の各方面に

 
対して放射方向のネットワークを確保する。
特に、広域的なネットワークを形成するうえで重

 
要な阪神、京阪方面については、２路線とし多

 
重性を確保する。

＜環状ネットワーク＞

各方面からの放射方向の広域ネットワークの

 
受け皿として、多重性が確保可能な環状ネット

 
ワークを形成する。

＜市域ネットワーク＞

鶴見緑地

大阪港

長居公園

市役所

南港

府庁付近

広域ネットワーク、環状ネットワークと災害時の

 
活動拠点となる地区の間の連絡を確保する。
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事業計画・事業箇所図（全体）

平成20年3月末現在、短期計画までの共同溝整備基本計画延長16.590kmのうち、12.290km（74％）の整備が完

 
了しており、2,000mが事業中で2,300ｍが未整備となっている。

平成20年3月現在

■共同溝事業延長 ＮＮ

延 長

1,624m

7,266ｍ

1,160ｍ

510ｍ

630ｍ

1,100ｍ

2,000ｍ

名 称

北野都島線共同溝

新庄大和川線共同溝

国道308号深江共同溝

扇町供給管共同溝

桜島守口線共同溝

国道479号諏訪共同溝

国道479号清水共同溝

S50

S61

H 5

H 7

H11

H17

事業中

完成年度

9



地下鉄シールド

国道４７９号清水共同溝整備概要図

平 面 図 2,000m

地下鉄清水駅 国道４７９号

都
島
茨
田
線

530m

国
道
１
６
３
号

1,470m

110m

縦 断 図

2
.5

5
.6

5
.3

到達立坑２ 到達立坑１

地下鉄

共同溝

地下鉄

共同溝（下水道収容）

地下鉄本線シールド

地下鉄出入庫線シールド

共同溝（関西電力・水道収容）

2
.5

～8
.1

4
.6

3
1
.8

～3
4
.8

5
.5

発進立坑

1,360m

中間立坑 下水流入人孔

共同溝 出入庫線 出入庫線

本線ｼｰﾙﾄﾞ
（北行）

本線ｼｰﾙﾄﾞ
（南行）

地下鉄併設部断面図

3
.3

共同溝

共同溝開削区間 地下鉄開削区間

整備済区間

施工中区間

予 定 区 間
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事業費の推移（建設局）

54 40 29 26 25 20
31 37 36 25

293
292

271
217

160 178

42
34

25

0

126
122

97

0

289
308

273

200
250 246

38
52

2003 2004 2005 2006 2007 2008(当初)

469

856
834

726

481 477

街路事業費

区画整理事業費

都市再開発事業費

道路事業費

橋梁事業費

河川事業費

（億円）

(34%)
(35%)

(37%)
(45%)

(34%) (38%)

①建設局事業費（決算額）の推移

市の財政状況が厳しくなる中、道路事業費は2008（H20）年で178億円であり、2003（H15）の約

 
61％となっている。

 

※区画整理事業及び都市再開発事業は都市整備局に移行
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10
7

6
4

5
6

7

7

4

2003 2004 2005 2006 2007 2008（当初）

17

14

10

4
5

6

（億円）

国道479号

諏訪共同溝

事業費の推移（共同溝整備事業）

②共同溝整備事業費（決算額）の推移

道路事業費のうち、共同溝整備事業費の内訳を表す。このうち国道479号清水共同溝について

 
は、2008（H20）年当初で6億円であり、2003（H15）の約60％となっている。

国道479号

清水共同溝
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局長改革マニフェスト・経営方針に照らした事業の位置づけ

経営課題

【都市基盤施設の機能拡充】

・厳しい財政状況のもと、事業
の選択と集中を強化し、必要性
の高い事業に着目して事業を
実施する。
・経済活性化に直結した費用
対効果の高い事業に投資する
ことで大阪再生に資すると共
に、喫緊な都市的課題の解消

 
に向けて取り組みを進め、安全
安心な市民生活の実現を図る。

達成目標

【選択と集中による都市として不可欠な施設整備への投資】
投資効果の高い事業に集中投資を行うとともに、緊急を要する課題

 
に重点的に投資を行うことで、事業効果の早期発現を目指す。

(目標）
○清水共同溝整備事業については平成28

 

年度末完成を目指す。
○今後のスケジュール（見込み）

～2010(H22)年度

 

シールド工（下水道収容）
2011(H23)～2014(H26)年度

 

下水流入人孔構築、中間立坑構築
2013(H25)～2015(H27)年度

 

シールド工（関西電力・水道収容）
2016(H28)年度

 

路面復旧工、付帯設備工、事業完了

・「今後の公共事業は、新規事業重視から効率的な維持管理中心へと質的転換を図る」としており、これにより、

 
公共事業費を５年間で２５％削減。

 

また、起債の発行額を５年間で４７％削減。

うち道路事業内訳
・道路事業

 

H17予算

 

事業費

 

258億円

 

起債107億円

 

⇒

 

H22予算

 

事業費153億円

 

起債52億円

■局長改革マニフェスト

■平成２０年度

 

経営方針
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今後の共同溝整備事業について

局長マニフェストにおける道路事業

１）｢今後の公共事業は、新規事業重視から効率的な維持管理中心へと質的転換を図る｣としており、これにより、公共事業費

 
を5年間で25%削減。また、起債の発行額を5年間で47%削減。

２）具体的な取り組みとしては、

・継続事業の収束

事業収束に重点的に投資

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010年度

環境・景観改善(B)

交通安全対策(B)

交通機能の確保(道路改良)

防災対策(電線類の地中化)

環境・景観改善(A)

交通安全対策(A)

防災対策(幹線共同溝)

・マニフェストに示された起債47%削減に対応した道路事業（建設）費は、今後5年間で85億4千万円から44億4千万円に減少が

 
見込まれる。

・清水共同溝整備事業については、早期事業収束に向け、重点的に事業費内で進捗を図る。

公債発行47%削減

道路事業(建設)費の見込み（単位：億円）

幹線共同溝(清水共同溝)
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